
【報道に関する当会の対応について】 

2026 年３月 17 日、一部報道において、当会の元会員が運営していた施術院に関する逮

捕事案が報じられました。 

本件につきまして、関係各位にご心配をおかけしておりますことを、当会として重く受

け止めております。 

現在、本件は捜査機関による調査が進められている段階であることから、個別の内容へ

の言及は差し控えさせていただきます。 

なお、当該人物については、2026 年３月 11 日付で本人より退会届が提出されており、

同年３月 31 日をもって当会を退会する予定となっておりました。 

当会は、身体均整法を実践する専門職団体として、利用者の安全と尊厳の尊重、および

施術における高い倫理性の保持を最重要の原則としております。今回の事案を受け、会員

に対して施術時の倫理および安全配慮の再確認を行うとともに、安心して施術を受けられ

る環境の維持に努めてまいります。 

今後も、専門職団体として社会的信頼に応えるべく、適切な対応と取り組みを継続して

まいります。 
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